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は
じ
め
に

　

明
治
一
八
年
一
〇
月
に
高
瀬
真
卿
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
た
感
化
院
は
、
池
上
感
化
院
（
明
治
一
六
年
六
月
開
設
）
に
続
き
、
日
本
で
二

番
目
の
開
設
に
当
た
る
が
、
継
続
的
運
営
に
成
功
し
た
も
の
と
し
て
は
日
本
で
最
初
の
施
設
と
い
え
よ
う
。
こ
の
感
化
院
は
、
私
立
予
備

感
化
院
（
明
治
一
八
年
一
〇
〜
一
二
月
）、
神
宮
教
院
感
化
院
（
明
治
一
九
年
一
〜
六
月
）
と
い
う
初
期
の
名
称
変
遷
を
経
て
、
東
京
感

化
院
（
明
治
一
九
年
一
〇
月
〜
大
正
一
三
年
五
月
）
と
い
う
名
称
で
三
〇
年
以
上
の
長
き
に
渡
り
感
化
事
業
を
お
こ
な
っ
た
。
当
院
に
つ

い
て
は
、
東
京
感
化
院
の
活
動
を
継
承
し
た
社
会
福
祉
法
人
錦
華
学
院
（
東
京
都
練
馬
区
小
竹
町
、
現
在
は
児
童
養
護
施
設
）
に
多
量
の

一
次
史
料
群
が
保
管
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
全
容
解
明
が
俟
た
れ
て
い
る
。
当
研
究
所
で
は
二
〇
〇
四
年
以
来
、
こ
れ
ら
一
次
史
料
の
調

査
・
研
究
を
共
同
研
究
と
し
て
お
こ
な
っ
て
お
り
、
二
〇
〇
五
〜
〇
七
年
度
に
お
い
て
は
、
課
題
名
「
感
化
院
事
業
の
社
会
史
的
研
究
」

で
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
学
術
研
究
資
金
を
得
て
研
究
を
遂
行
し
て
き
た
。
本
稿
も
そ
の
一
成
果
で
あ
り
、
研
究
員
の

諸
氏
よ
り
種
々
の
ご
教
示
を
頂
い
た
こ
と
を
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

＜
共
同
研
究
報
告　

三＞

　

　

明
治
二
八
年
の
東
京
感
化
院

　
　
　
　

―
渋
谷
村
羽
澤
に
お
け
る
運
営
と
感
化
教
育―

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　

古
宇
田　
　

亮　
　

修



― 72 ―

はじめに
　

ま
ず
、
当
院
の
所
在
地
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

①
東
京
府
本
郷
区
湯
島
両
門
町
一
二　

称
仰
院
内
、
現
・
文
京
区
湯
島
四
丁
目
で
上
野
・
不
忍
池
沿
い
池
之
端
東
天
紅
の
裏
手

　
﹇
所
在
時
期　

明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
一
〇
月
〜
明
治
二
二
年
七
月
﹈

②
東
京
市
本
郷
駒
込
曙
町
一
三　

旧
古
河
藩
邸
借
地
、
現
・
文
京
区
本
駒
込
二
丁
目
辺
り

　
﹇
所
在
時
期　

明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
八
月
〜
明
治
二
六
年
一
一
月
﹈

③
東
京
府
南
豊
島
郡
渋
谷
村
元
下
渋
谷
南
豊
島
御
料
地
内
字
羽
澤
、
現
・
渋
谷
区
広
尾
三
丁
目
七
番
地
、
東
京
女
学
館

　
﹇
所
在
時
期　

明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
一
一
月
〜
大
正
一
三
年
（
一
九
二
三
）
七
月
﹈

　

こ
の
よ
う
に
東
京
感
化
院
は
、
渋
谷
に
お
い
て
お
よ
そ
三
〇
年
に
わ
た
り
、
感
化
事
業
を
継
続
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
渋

谷
村
羽
澤
に
お
け
る
運
営
と
感
化
教
育
の
実
態
を
解
明
す
る
た
め
に
、
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
の
東
京
感
化
院
に
限
定
し
て
、
収
集

史
料
の
分
析
結
果
を
報
告
し
た
い
。
明
治
二
八
年
に
限
定
し
た
の
は
、
東
京
感
化
院
は
明
治
二
六
年
一
一
月
三
〇
日
に
院
生
を
馬
車
三
台

に
乗
せ
て
曙
町
か
ら
渋
谷
に
移
転
し
た
が
、
翌
年
明
治
二
七
年
度
の
日
誌
史
料
と
し
て
は
「
明
治
廿
七
年　

監
督
所
日
誌
」
の
一
冊
し
か

披
見
し
え
ず
、
運
営
を
見
る
た
め
の
史
料
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
か
ら
で
（
1
）

あ
る
。

　

分
析
に
用
い
た
主
要
史
料
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

　

①
「
明
治
廿
八
年　

日
誌
簿　

東
京
感
化
院
々
司
」
記
載
者
・
岡
西
閑
亭
（
錦
華
学
院
所
蔵
、『
東
京
感
化
院
関
係
史
料
集
（
２
）』
所

収
）

　

②
「
明
治
廿
八
年
八
月
起　

日
記　

幼
年
家
族
」
記
載
者
・
小
林
紫
峯
カ
（
同
右
）

　

③
「
院
司
考
課
録　

明
治
廿
八
年
度
」
記
載
者
・
岡
西
閑
亭
（
錦
華
学
院
所
蔵
、
後
掲
）
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④
「
明
治
廿
八
年　

監
督
所
考
課
録
」
記
載
者
・
白
井
草
里
（
錦
華
学
院
所
蔵
、
後
掲
）

　

⑤
「
明
治
廿
七
年
一
月
改　

品
行
表
章　

家
族
等
級
簿　

監
督
所
」（
錦
華
学
院
所
蔵
）

　

⑥
「
養
花
部
報
告
書
綴
」（
全
八
丁
、
錦
華
学
院
所
蔵
）

　

⑦
須
藤
欣
二
編
・
脚
註
「
高
瀬
真
卿
日
記
抄
（
一
）
〜
（
二
〇
）」（『
日
本
古
書
通
信
』、
第
二
八
七
〜
三
〇
六
号
、
昭
和
四
三
年
三
月

〜
四
四
年
一
〇
月
、
以
下
「
日
記
抄
」
と
省
略
）

　

⑧
『
感
化
志
叢
』
第
一
号
、
明
治
二
六
年
七
月
発
行
、
発
行
兼
編
輯
者
高
瀬
恭
介
（
成
田
山
仏
教
図
書
館
所
蔵
）

　

⑨
『
東
京
感
化
院
雑
記
』
第
一
〜
一
一
号
、
明
治
二
七
年
二
月
〜
明
治
三
一
年
五
月
、
発
行
兼
編
輯
者
高
瀬
恭
介
、
発
行
所
東
京
感
化

院
院
司
（
国
会
図
書
館
所
蔵
）。

一
、
明
治
二
八
年
の
運
営
実
態

　
　
（
一
）
明
治
二
八
年
の
運
営
体
制

　

ま
ず
始
め
に
、
こ
の
年
の
運
営
に
当
っ
た
職
員
の
体
制
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
年
四
月
段
階
の
職
員
名
と
そ
の
給
料
は
「
明

治
廿
八
年
四
月　

役
員
手
当
、
雇
給
」
と
い
う
和
紙
一
枚
の
史
料
（
記
載
者
・
岡
西
閑
亭
、
錦
華
学
院
所
蔵
）
に
明
ら
か
で
あ
る
。
以
下

に
全
文
を
掲
載
す
る
（
な
お
、
元
院
生
の
氏
名
は
イ
ニ
シ
ャ
ル
と
し
た
）。

明
治
廿
八
年
四
月　

役
員
手
当
、
雇
給

一
金
三
拾
円　
　
　
　
　
　
　

院　

長　
　
　
　

高
瀬
真
卿
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一
金
拾
三
円　
　
　
　
　
　
　

掌
事
兼
教
部　
　

岡
西
閑
亭

一
金
拾
弐
円　
　
　
　
　
　
　

教　

部　
　
　
　

白
井
草
里

一
金
五
円　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　

高
瀬
皐
村

一
金
五
円　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
井
夢
南

一
金
八
円　
　
　
　
　
　
　
　

族　

長　
　
　
　

河
村
淡
江

一
金
七
円　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　

高
山
樹
堂

一
金
六
円
六
拾
銭　
　
　
　
　

副
族
長　
　
　
　

小
林
紫
峯

一
金
六
円　
　
　
　
　
　
　
　

同
心
得
書
記
補　

羽
太
正
道

一
金
六
円　
　
　
　
　
　
　
　

副
族
長
心
得　
　

渡
部
二
松

一
金
六
円　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　

Ｔ
Ｔ

　
　

小
計
金
百
四
円

一
金
五
円　
　
　
　
　
　
　
　

雇　
　
　
　
　
　

永
山
権
右
衛
門

一
金
三
円　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　

同　

テ
ツ

一
金
貳
円　
　
　
　
　
　
　
　

洗
濯
婦　
　
　
　

林　

フ
サ

一
金
壱
円
五
拾
銭　
　
　
　
　

使　

丁　
　
　
　

菰
田
恒
三
郎

一
金
壱
円
五
拾
銭　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　

阿
部
政
吉

　
　

小
計
金
拾
三
円
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合
計
金
百
拾
七
円
六
十
銭

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
八
年
四
月
は
、
院
長
を
含
め
た
職
員
が
一
一
名
、
そ
の
他
に
使
用
人
五
名
の
計
一
六
人
で
運
営
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
史
料
①
に
よ
れ
ば
、
二
月
一
八
日
よ
り
、
塗
七
宝
の
工
業
を
開
始
し
、
授
業
手
に
香
取
幸
七
、
助
手
に
保
坂
巳

之
助
を
採
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
保
坂
巳
之
助
は
、
史
料
①
に
よ
れ
ば
、「
卒
中
風
症
」
に
よ
り
翌
三
月
二
八
日
に
亡
く
な
っ
て
（
2
）

い
る
。

同
じ
く
史
料
①
に
よ
れ
ば
、
三
月
二
〇
日
以
来
、
工
業
部
主
任
と
し
て
近
藤
奏
水
が
勤
務
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
以
下
に
、
こ
れ

ら
の
職
員
に
つ
い
て
判
明
し
て
い
る
事
実
を
述
べ
て
お
く
。

　
　

岡
西
閑
亭

　

岡
西
閑
亭
（
繁
三
郎
）
は
、「
高
瀬
真
卿
日
記
抄
」（
三
一
年
一
〇
月
二
八
日
）
に
よ
れ
ば
、
一
八
五
〇
年
（
嘉
永
三
）
六
月
一
七
日
生

れ
で
あ
り
、
明
治
二
八
年
正
月
時
点
で
四
四
歳
で
あ
っ
た
。「
高
瀬
真
卿
日
記
抄
」
に
よ
れ
ば
、
高
瀬
は
、
明
治
一
六
年
一
〇
月
六
日
に

日
本
橋
小
伝
馬
町
に
店
を
借
り
て
太
平
堂
と
い
う
書
店
を
開
い
た
が
、
秦
野
文
二
郎
と
い
う
製
本
師
の
推
薦
に
よ
り
、
岡
西
に
番
頭
を
任

せ
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
高
瀬
に
と
っ
て
、
岡
西
は
そ
れ
以
来
の
腹
心
の
部
下
で
あ
り
、
東
京
感
化
院
の
事
務
所
に
相
当
す
る

院
司
に
お
い
て
、
掌
事
（
事
務
長
に
相
当
す
る
）
と
い
う
要
職
を
任
せ
て
い
た
。

　
　

白
井
草
里

　

白
井
草
里
（
知
三
郎
）
は
、
千
葉
感
化
院
の
設
立
に
携
わ
っ
た
人
物
で
（
3
）

あ
り
、
明
治
二
三
年
七
月
二
四
日
、「
千
葉
県
書
記
兼
看
守

長
」
の
肩
書
き
で
、
東
京
感
化
院
を
参
観
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
二
五
年
六
月
時
点
で
、
千
葉
感
化
院
慈
善
会
監
事
を
務
め
て
（
4
）

い
た
。

白
井
は
明
治
二
六
年
八
月
一
五
日
、
東
京
感
化
院
慈
善
会
の
書
記
と
な
り
、
月
額
七
円
を
支
給
さ
れ
て
（
5
）

い
る
。
翌
明
治
二
七
年
五
月
二
八
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日
、
東
京
感
化
院
の
視
察
（
教
部
待
遇
）
を
委
嘱
さ
れ
、
月
一
〇
円
支
給
さ
れ
て
（
6
）

い
る
。
史
料
④
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
八
年
は
、
監
督
所

長
を
務
め
て
い
る
。
明
治
三
〇
年
一
月
五
日
、
東
京
感
化
院
を
依
願
退
職
を
し
て
い
る
。

　
　

高
瀬
紹
卿

　

高
瀬
紹
卿
（
幼
名
・
恭
介
、
号
・
皐
村
）
は
、
高
瀬
真
卿
の
長
男
（
明
治
七
年
一
月
一
四
日
（
7
）

生
れ
）
で
あ
り
、
後
に
東
京
感
化
院
の
第

二
代
院
長
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。「
高
瀬
真
卿
日
記
抄
」
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
六
年
一
月
二
六
日
、
恭
介
の
実
名
を
紹
卿
と
し
、
号
を

菊
亭
か
ら
皐
村
と
改
め
た
こ
と
を
記
す
。
明
治
二
八
年
当
時
、
院
内
で
は
号
の
皐
村
で
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
明
治
三
一
年
五
月
九
日
以
降

は
、
院
内
で
も
紹
卿
を
通
名
と
し
た
。

　
　

渡
井
夢
南

　

渡わ
た
ら
い井

夢
南
（
量
蔵
）
は
、
一
般
に
は
「
観
風
新
聞
」（
明
治
一
〇
年
五
月
〜
一
〇
月
）
の
創
刊
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
高
瀬
は
、

そ
の
半
生
記
『
羽
皐
半
面
録
』
に
お
い
て
、
明
治
八
年
の
秋
、
渡
井
氏
の
紹
介
で
、
甲
府
日
々
新
聞
社
に
入
社
し
、
ま
も
な
く
編
集
長
と

な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
明
治
二
八
年
の
こ
の
年
、
渡
井
は
、
教
部
と
し
て
週
に
三
回
（
月
・
水
・
金
）
来
院
し
、
講
義
を
行
っ
て

い
る
。
渡
井
に
は
漢
文
に
関
す
る
著
作
が
（
8
）

あ
り
、
東
京
感
化
院
で
も
漢
字
、
漢
文
を
教
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

河
村
淡
江

　

河
村
淡
江
（
前
）
は
、「
高
瀬
真
卿
日
記
抄
」（
三
一
年
一
〇
月
二
八
日
）
に
よ
れ
ば
、
一
八
五
一
年
（
嘉
永
四
）
六
月
一
七
日
生
れ
で

あ
り
、
明
治
二
八
年
正
月
時
点
で
四
三
歳
で
あ
っ
た
。
明
治
二
三
年
一
一
月
四
日
に
、
家
族
長
見
習
を
委
嘱
さ
れ
、
東
京
感
化
院
で
の
勤

務
を
開
始
し
た
。
明
治
二
八
年
の
肩
書
き
は
族
長
（
少
年
家
族
）
で
あ
る
。

　
　

高
山
樹
堂
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高
山
は
、「
高
瀬
真
卿
日
記
抄
」（
三
一
年
一
〇
月
二
八
日
）
に
よ
れ
ば
、
一
八
四
四
年
（
弘
化
元
）
一
月
二
〇
日
生
れ
で
あ
り
、
明
治

二
八
年
正
月
時
点
で
五
〇
歳
で
あ
っ
た
。
明
治
二
七
年
六
月
一
四
日
、
視
察
補
を
委
嘱
さ
れ
、
日
給
二
〇
銭
を
支
給
さ
れ
て
（
9
）

い
る
。
高
山

は
明
治
二
八
年
一
月
九
日
、
副
族
長
を
委
嘱
さ
れ
て
い
る
。
二
月
一
日
、
族
長
（
幼
年
家
族
）
を
委
嘱
さ
れ
、
月
額
七
円
を
支
給
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
五
月
一
日
の
院
務
改
革
に
よ
り
、
書
記
補
兼
務
を
委
嘱
さ
れ
て
い
る
。

　
　

小
林
紫
峯

　

小
林
は
、
明
治
二
八
年
二
月
一
日
、
副
族
長
（
幼
年
家
族
）
を
委
嘱
さ
れ
、
日
給
二
二
銭
を
支
給
さ
れ
て
い
る
。

　
　

羽
太
正
道

　

羽
太
は
こ
の
年
の
始
め
か
ら
、
書
記
補
兼
副
族
長
心
得
を
務
め
て
い
た
が
、
五
月
一
日
の
院
務
改
革
に
よ
り
解
雇
さ
れ
て
い
る
。

　
　

渡
部
二
松

　

渡
部
は
、
こ
の
年
の
始
め
か
ら
、
副
族
長
心
得
を
務
め
て
い
た
が
、
六
月
二
三
日
、
病
気
に
よ
り
辞
表
を
提
出
し
、
翌
二
四
日
、
そ
の

旨
が
承
認
さ
れ
た
。

　
　

Ｔ
Ｔ

　

Ｔ
Ｔ
は
、
こ
の
年
の
一
月
二
七
日
、
副
族
長
心
得
を
委
嘱
さ
れ
、
日
給
二
〇
銭
を
支
給
さ
れ
て
い
た
が
、
五
月
一
日
の
院
務
改
革
に
よ

り
解
雇
さ
れ
て
い
る
。

　
　

寺
島
観
水

　

寺
島
観
水
（
乕
之
助
）
は
、
族
長
補
欠
と
し
て
、
六
月
二
六
日
よ
り
見
習
と
し
て
採
用
さ
れ
、
見
張
所
に
勤
務
し
て
い
る
。
翌
明
治

二
九
年
二
月
三
日
、
副
族
長
を
依
願
退
職
し
て
い
る
。
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近
藤
奏
水

　

近
藤
奏
水
（
東
之
助
）
は
、
高
瀬
真
卿
の
妻
で
あ
る
栄
の
弟
で
あ
り
、
感
化
院
設
立
の
際
か
ら
高
瀬
を
助
け
て
感
化
事
業
に
た
ず
さ
わ

っ
て
（
10
）

い
る
。
明
治
二
三
年
四
月
、
東
京
感
化
院
を
退
職
す
る
に
当
り
、
名
誉
書
記
を
委
嘱
さ
れ
、
東
京
感
化
院
の
顧
問
と
な
っ
た
。
明
治

二
八
年
三
月
二
〇
日
、
工
業
部
の
主
任
を
委
嘱
さ
れ
、
塗
七
宝
、
封
筒
製
造
、
養
花
販
売
と
い
う
三
種
の
工
業
の
総
責
任
者
を
務
め
て
い

る
。

　
　
（
二
）
こ
の
年
の
来
院
者
に
つ
い
て

　

史
料
①
は
、
東
京
感
化
院
院
司
（
事
務
所
に
相
当
す
る
）
の
記
録
で
あ
り
、
完
全
で
は
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
年
の
主
な
来
院
者
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
東
京
感
化
院
の
表
門
を
入
っ
て
少
し
進
む
と
、
右
手
に
院
司
の
大
き
な
廂
が
見
え
、
正
面
に
克
化
殿
が
見
（
11
）

え
る
。
来

院
者
は
、
ま
ず
こ
の
院
司
で
受
付
を
し
て
か
ら
、
目
的
の
用
件
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
院
生
の
関
係
者
が
院
生
に
面
会
を
求

め
て
来
た
場
合
は
、
そ
の
事
情
を
院
司
で
聞
い
て
か
ら
、
面
会
の
許
可
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
関
係
者
と
の
面
会
は
、
院
生
の
感
化

に
と
っ
て
有
害
な
場
合
も
あ
る
か
ら
、
許
可
が
出
ず
に
帰
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
院
生
と
の
面
会
が
許
さ
れ
た
場
合
で
も
、
こ

れ
は
職
員
立
会
の
も
と
で
行
わ
れ
る
。
ま
た
、「
克
化
殿
参
観
証
」
を
持
参
し
て
見
学
に
来
た
人
に
は
、
克
化
殿
だ
け
を
参
観
さ
せ
る
。

さ
ら
に
は
、
院
長
に
面
会
を
求
め
て
き
た
場
合
も
、
院
長
宅
に
案
内
す
る
か
否
か
は
、
院
司
に
お
い
て
そ
れ
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
感
化
院
の
運
営
全
般
や
院
生
の
感
化
教
育
と
も
関
係
す
る
た
め
、
単
な
る
事
務
員
で
は
担
当
で
き
な
い
の
で
、
明

治
二
八
年
当
時
高
瀬
と
一
〇
年
以
上
の
親
交
が
あ
り
、
東
京
感
化
院
の
運
営
と
感
化
教
育
に
精
通
し
て
い
る
岡
西
閑
亭
が
掌
事
と
し
て
こ

の
任
に
当
っ
て
い
る
。
岡
西
は
、
職
員
の
任
免
等
と
い
う
運
営
面
で
も
、
あ
る
い
は
昇
等
式
等
の
感
化
教
育
の
面
で
も
高
瀬
院
長
の
代
理
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を
務
め
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
掌
事
と
い
う
役
職
は
事
実
上
の
副
院
長
格
と
考
え
ら
（
12
）

れ
る
。

　

次
に
、
こ
の
年
の
来
院
者
に
つ
い
て
判
明
し
た
事
実
を
述
べ
る
。

　
　

秋
山
与
（
13
）

次
郎

　

史
料
①
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
、
一
三
回
来
院
し
て
い
る
。
ま
た
代
人
が
一
回
、
来
院
し
て
い
る
。
二
月
二
八
日
、
秋
山
は
院
長
と
面
会

後
、
工
業
所
を
参
観
し
て
い
る
。
ま
た
五
月
二
日
に
は
、
授
業
手
・
香
取
幸
七
と
工
業
の
件
に
つ
い
て
協
議
し
て
い
る
。
ま
た
翌
年
二
月

六
日
に
は
新
た
に
落
成
し
た
工
業
所
を
参
観
し
に
来
院
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
高
瀬
と
の
面
談
の
内
容
、
目
的
に
つ
い
て
は
史
料
①
か
ら

は
伺
う
こ
と
が
で
き
（
14
）

な
い
。
ま
た
、
秋
山
が
「
日
記
抄
」
に
最
初
に
現
れ
る
の
は
、
明
治
二
七
年
七
月
四
日
で
あ
る
。
ま
た
、「
日
記

抄
」
に
よ
れ
ば
、
秋
山
は
明
治
二
九
年
に
も
高
瀬
と
度
々
面
会
し
て
お
り
、
翌
明
治
三
〇
年
七
月
に
は
、
高
瀬
が
主
唱
し
て
設
立
し
た
東

京
学
資
保
管
株
式
会
社
の
監
査
役
に
就
任
し
て
い
る
。
秋
山
は
日
本
で
六
番
目
の
私
立
銀
行
で
あ
る
久
次
米
銀
行
（
材
木
商
も
兼
ね
る
）

東
京
支
店
の
第
三
代
支
店
長
を
勤
め
て
（
15
）

お
り
、
明
治
三
一
年
六
月
二
五
日
に
は
、
経
営
破
綻
し
た
久
次
米
銀
行
の
整
理
担
当
者
と
し
て
、

社
員
総
会
に
て
取
締
役
に
就
任
し
て
（
16
）

い
る
。

　
　

多
久
信
太
郎

　

史
料
①
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
、
二
二
回
来
院
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
九
回
院
長
と
面
会
し
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
多
久
は
、
久
次

米
銀
行
の
社
員
で
（
17
）

あ
る
。
次
の
記
載
に
よ
り
、
多
久
は
工
業
の
設
置
に
な
ん
ら
か
の
形
で
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

「
工
業
設
置
ノ
件
ニ
関
シ
久
次
米
商
店
代
人
多
久
某
外
一
名
来
院
、
院
長
及
岡
西
掌
事
、
白
井
監
督
所
長
面
会
、
工
業
設
計
上
ノ
協

議
ヲ
ナ
ス
」（
一
月
二
七
日
）

　

多
久
は
、
翌
明
治
二
九
年
の
二
月
七
日
の
工
業
所
新
築
落
成
式
に
も
参
加
し
て
い
る
。
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塩
田
勘
六
（
一
八
六
〇
（
万
延
九
）
〜
一
九
二
〇
（
大
正
九
））

　

史
料
①
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
に
二
〇
回
来
院
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
院
長
と
面
会
し
た
と
い
う
記
述
は
四
回
あ
る
。
ま
た
一
〇
月

三
一
日
に
は
、
岡
西
は
院
用
を
帯
び
、
熱
田
に
い
る
塩
田
勘
六
方
へ
出
張
し
て
い
る
。
秋
永
芳
郎
の
記
述
に
よ
（
18
）

れ
ば
、
塩
田
の
主
な
履
歴

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
徳
島
県
那
賀
郡
今
津
村
の
出
身
で
、
明
治
一
〇
年
三
月
に
上
京
、
久
次
米
商
店
・
東
京
支
店
に
奉

公
。
同
二
二
年
七
月
に
は
、
深
川
支
店
角
材
部
主
任
と
な
る
。
同
二
九
年
三
月
三
日
独
立
の
た
め
退
店
。
独
立
後
は
、
深
川
西
永
町
一
番

地
に
開
店
。
そ
の
貯
木
場
の
広
さ
は
千
五
百
坪
あ
り
、
月
に
当
時
の
金
で
一
万
円
内
外
の
商
売
を
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
取
引
先
は

宮
内
省
を
は
じ
め
、
鉄
道
院
（
国
鉄
の
前
身
）、
東
京
市
庁
な
ど
官
庁
方
面
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。『
東
京
感
化
院
雑
記
』
第
二
号
、

（
明
治
二
七
年
六
月
発
行
）
に
は
、
感
化
院
慈
善
会
の
終
身
会
員
と
し
て
、
金
五
十
円
即
納
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

　

史
料
①
に
よ
れ
ば
、
東
京
感
化
院
に
来
た
用
件
と
し
て
、
以
下
の
記
載
が
あ
る
。

　

二
月
四
日
「
慈
善
会
規
則
請
求
ニ
付
」

　

三
月
四
日
「
材
木
代
受
取
証
及
当
座
預
金
証
持
参
ス
」

　

ま
た
、
六
月
二
九
日
の
来
院
は
、
御
下
賜
金
継
続
報
告
の
祝
宴
に
参
加
す
る
為
で
あ
っ
た
。
当
然
の
事
で
は
あ
る
が
、
高
瀬
と
の
面
談

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
秋
山
の
場
合
と
同
じ
く
史
料
①
が
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
　

乙
黒
直
方

　

乙
黒
は
三
月
五
日
と
一
八
日
に
来
院
し
て
い
る
。
乙
黒
は
元
「
峡
中
新
報
」
社
員
で
、
明
治
二
一
年
二
月
に
「
峡
中
日
報
」
を
創
刊
、

後
衆
議
院
議
員
を
務
め
る
。
な
お
「
日
記
抄
」
に
最
初
に
登
場
す
る
の
は
明
治
二
五
年
八
月
九
日
で
あ
る
。

　
　

坪
井
善
四
郎
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千
葉
感
化
院
副
院
長
を
務
め
て
い
た
坪
井
は
、
こ
の
年
、
三
月
六
日
と
一
二
月
二
二
日
に
来
院
し
て
い
る
。
三
月
の
際
は
、
白
井
草
里

（
知
三
郎
）
と
面
談
し
、
一
二
月
の
際
は
、
院
長
と
面
談
し
て
い
る
。

　
　

早
瀬
義
質

　

早
瀬
は
史
料
①
（
六
月
二
九
日
）
に
よ
れ
ば
、
御
料
局
に
属
す
る
役
人
で
あ
り
、
こ
の
年
三
回
来
院
し
て
い
る
。

「
早
瀬
義
質
氏
来
院
、
真
竹
払
下
ノ
儀
ニ
付
院
長
ヘ
伝
言
ア
リ
」（
二
月
五
日
）

「
早
瀬
義
質
氏
来
院
、
藪
地
拝
借
料
上
納
方
申
談
ア
リ
、
依
テ
同
氏
ヘ
金
七
円
本
年
分
ヲ
交
付
シ
上
納
方
ヲ
依
頼
ス
」 

（
七
月
六
日
）

　

六
月
二
九
日
に
開
か
れ
た
御
下
賜
金
継
続
の
報
告
祭
典
に
も
出
席
し
て
い
る
。

　
　

日
辻
保
五
郎

　

日
辻
は
、
こ
の
年
、
二
月
二
〇
日
、
五
月
三
日
の
二
回
来
院
し
て
お
り
、
五
月
の
来
院
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
日
辻
保
五
郎
来
院
、
授
業
部
ノ
件
ニ
付
院
長
ニ
面
会
ヲ
請
ヒ
シ
モ
不
在
ニ
付
岡
西
掌
事
面
会
ス
」（
五
月
三
日
）

　

日
辻
が
「
日
記
抄
」
に
最
初
に
現
れ
る
の
は
、
明
治
二
二
年
一
一
月
一
五
日
で
あ
り
、
明
治
二
九
年
四
月
六
日
の
「
日
記
抄
」
に
は
、

「
日
辻
保
五
郎
来
る
。
茨
城
放
免
人
保
護
会
社
設
立
の
見
込
あ
り
云
々
の
話
也
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

　
　

荏え
ば
ら原
為
法

　

（
19
）

荏
原
は
医
師
で
あ
り
、
史
料
①
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
の
一
月
二
五
日
以
降
、
六
〇
回
程
度
、
回
診
に
訪
れ
て
お
り
。
疥
癬
、
感
冒
、
歯

痛
、
胃
痛
と
い
っ
た
疾
病
の
治
療
を
行
っ
て
い
る
。

　
　

土
田
卯
三
郎
、
山
中
漸
吉
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土
田
は
医
師
で
（
20
）

あ
り
、
明
治
二
六
年
、
二
七
年
に
は
定
期
的
に
回
診
に
訪
れ
て
（
21
）

い
る
。
明
治
二
八
年
は
、
史
料
①
に
よ
れ
ば
、
一
月
に

六
回
、
回
診
に
訪
れ
て
い
る
が
、
以
下
の
記
述
の
よ
う
に
、
一
月
二
四
日
を
最
後
に
回
診
を
止
め
て
い
る
。
山
中
も
ま
た
、
土
田
の
代
診

を
務
め
て
い
る
の
で
、
医
師
と
推
測
さ
れ
る
。

「
土
田
医
員
ハ
現
時
患
者
モ
概
ネ
快
方
ニ
赴
キ
タ
ル
ヲ
以
テ
回
診
ノ
方
見
合
ノ
旨
昨
廿
三
日
郵
便
ヲ
以
テ
通
牒
ス
、
右
ニ
付
院
内
出

張
ノ
代
診
山
中
漸
吉
氏
ヘ
今
朝
其
旨
ヲ
口
達
シ
、
且
ツ
薬
局
引
払
方
ヲ
通
達
ス
」（
一
月
二
四
日
）

「
山
中
漸
吉
並
ニ
土
田
車
夫
来
院
、
従
来
備
付
薬
剤
及
ヒ
器
具
等
引
取
リ
退
院
ス
」（
一
月
二
五
日
）、

「
山
中
漸
吉
来
院
、
薬
価
請
求
ニ
付
昨
年
十
一
月
残
額
及
同
十
二
月
分
相
渡
ス
」（
二
月
四
日
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
か
れ
ら
は
備
付
け
薬
剤
・
器
具
等
を
院
に
委
託
し
て
、
使
用
分
の
代
価
を
受
け
取
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　

高
久
芳
次
郎

　

高
久
は
大
工
の
棟
梁
で
あ
り
、
こ
の
年
の
感
化
院
の
建
築
・
修
繕
を
一
手
に
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
が
史
料
①
の
次
の
記
載
か
ら
伺
わ

れ
る
。「

大
工
高
久
芳
次
郎
ニ
命
シ
役
宅
二
戸
新
築
設
計
及
ヒ
製
図
ヲ
為
サ
シ
ム
」（
一
月
一
八
日
）

「
去
十
八
日
ヨ
リ
家
族
寮
渡
廊
腰
羽
目
並
ニ
田
楽
庇
取
付
方
大
工
高
久
芳
次
郎
ニ
命
シ
着
手
セ
シ
ム
」（
五
月
二
一
日
）

「
門
番
所
建
築
ノ
際
台
所
ヲ
附
セ
サ
リ
シ
処
、
今
回
自
炊
者
（
小
使
森
山
亀
三
郎
夫
妻
）
ヲ
差
置
ク
ニ
付
、
高
久
芳
次
郎
ニ
命
シ
同

所
ヘ
一
間
半
ニ
三
尺
ノ
葺
卸
シ
ノ
勝
手
ヲ
増
築
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
」（
七
月
二
五
日
）

「
大
工
棟
梁
高
久
芳
次
郎
ニ
幼
年
家
族
戸
棚
並
ニ
手
焙
箱
等
修
繕
方
ヲ
命
シ
本
日
ヨ
リ
着
手
セ
シ
ム
」（
一
一
月
九
日
）

「
院
長
及
ヒ
白
井
教
部
、
岡
西
掌
事
、
大
工
高
久
芳
次
郎
立
会
工
業
所
建
築
地
ヲ
撰
定
ス
」（
一
二
月
三
日
）
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「
工
業
所
新
築
工
事
ヲ
大
工
棟
梁
高
久
芳
次
郎
ニ
命
ス
、
右
用
材
ハ
久
次
米
出
張
店
ニ
注
文
申
付
本
日
悉
皆
着
荷
セ
リ
」（
一
二
月
八

日
）

「
大
工
職
高
久
芳
次
郎
以
下
諸
職
工
ヘ
印
半
纏
ヲ
与
フ
」（
一
二
月
二
六
日
）

　
　

伊
東
勝
之

　

伊
東
は
久
次
米
銀
行
員
で
あ
り
、
史
料
①
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
八
二
回
来
院
し
て
、
出
納
事
務
（
現
金
の
取
扱
い
）
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。
二
月
一
九
日
に
は
、「
今
後
正
金
方
出
張
ハ
水
曜
、
土
曜
オ
ヨ
ビ
毎
月
末
日
ト
定
メ
ル
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

　
　

佐
野　

尚

　

大
日
本
監
獄
協
会
設
立
者
で
あ
る
（
22
）

佐
野
は
、
二
月
一
八
日
に
来
院
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
「
本
年
六
月
伊
太
利
国
フ
ロ
レ
ン
ス
府
ニ

於
テ
開
設
セ
ラ
ル
ヽ
幼
児
保
護
万
国
会
議
ヘ
加
盟
セ
ラ
レ
タ
キ
旨
其
筋
ノ
内
意
有
之
趣
ニ
付
、
入
会
承
諾
ノ
（
23
）

旨
ヲ
」
得
る
た
め
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
四
月
二
一
日
に
院
で
開
催
さ
れ
た
春
季
園
遊
会
に
も
招
待
さ
れ
、
監
獄
課
長
他
三
名
と
と
も
に
参
加
し
て
い
る
。

　
　

望
月
金
鳳

　

望
月
金
鳳
は
日
本
画
家
で
（
24
）

あ
り
、
こ
の
年
、
院
に
は
訪
れ
て
い
な
い
が
、
史
料
①
に
は
、
院
生
を
金
鳳
宅
に
通
わ
せ
、
絵
を
習
わ
せ
て

い
る
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
月
五
日
に
は
貞
而
と
時
中
は
金
鳳
宅
に
行
く
こ
と
を
許
さ
れ
、
そ
の
後
、
時
中
は
、
三
月
一
八

日
か
ら
、
四
回
金
鳳
宅
に
絵
を
習
い
に
通
っ
て
お
り
、
五
月
一
三
日
に
は
、
晴
れ
て
「
准
改
良
証
書
」
を
与
え
ら
れ
、
三
等
に
て
退
院
し

て
い
る
。
ま
た
、
前
年
、
明
治
二
七
年
七
月
四
日
の
「
日
記
抄
」
に
も
「
望
月
金
鳳
に
い
た
る
。
講
堂
奥
の
襖
の
件
也
」
と
い
う
記
述
が

あ
り
、
こ
の
時
、
高
瀬
は
お
そ
ら
く
克
化
殿
の
襖
絵
を
金
鳳
に
依
頼
し
に
訪
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
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（
三
）
こ
の
年
の
収
支
と
工
業
に
つ
い
て

　

史
料
③
に
よ
れ
ば
、
東
京
感
化
院
の
事
務
、
す
な
わ
ち
会
計
、
庶
務
、
慈
善
会
等
は
、
す
べ
て
院
司
の
担
当
で
あ
っ
た
。
史
料
③
に
は
、

こ
の
年
の
収
支
は
久
次
米
銀
行
の
精
算
が
終
了
し
て
い
な
い
た
め
、
正
確
な
数
字
は
出
せ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
岡
西
閑
亭
に
よ
る
概
算

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
経
常
収
入
で
あ
る
家
族
入
院
料
は
一
、九
二
〇
円
、
寄
付
及
雑
収
入
は
八
二
三
円
、
合
計

二
、七
四
三
円
が
収
入
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
支
出
は
、
経
常
分
が
三
、三
四
〇
円
、
臨
時
分
が
三
八
〇
円
、
新
築
費
が
一
、九
六
三
円
、

合
計
、
五
、六
八
三
円
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
収
支
は
二
、九
四
〇
円
の
赤
字
で
あ
る
。
こ
の
処
理
に
つ
い
て
、
岡
西
は
「
此
金
額
ハ
別

ニ
院
長
ヨ
リ
受
入
ノ
金
員
及
ヒ
臨
時
借
入
金
ヲ
以
テ
支
弁
ス
」
と
述
べ
て
い
る
。
新
築
費
の
内
容
と
し
て
は
、
前
年
度
か
ら
の
継
続
事
業

と
し
て
院
長
役
宅
、
職
員
役
宅
を
竣
工
し
、
工
業
所
が
建
築
中
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
二
八
年
度
は
、
移
転
後
の
建
築

作
業
が
終
了
し
て
お
ら
ず
、
経
営
的
に
は
依
然
と
し
て
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
史
料
③
に
は
、
そ
れ
に
対
す
る
方
策

と
し
て
三
つ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
女
子
院
生
の
受
け
入
れ
で
あ
り
、
女
子
部
の
建
築
を
設
計
中
に
つ
き
翌
年
度
に
は
起
工
予

定
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
前
年
度
か
ら
継
続
と
し
て
、
慈
善
会
の
義
捐
金
募
集
状
を
各
地
方
銀
行
・
諸
会
社
に
発
送
し
て
お
り
、
東
京

市
内
に
は
、
書
記
を
派
遣
し
て
支
援
を
募
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
養
花
部
を
開
設
し
、
院
内
で
栽
培
し
た
観
賞

用
植
物
の
定
期
販
売
、
活
花
行
商
を
開
始
し
た
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
史
料
①
に
記
載
さ
れ
る
養
花
の
記
述
は
次
の
二
点
の
み
で
あ
る
。

　
　
「
草
花
栽
培
ノ
件
ニ
付
山
本
藤
助
外
一
名
ヲ
召
喚
シ
院
長
面
談
セ
ラ
ル
」（
二
月
一
九
日
）

　
　
「
近
藤
奏
水
来
院
、
養
花
部
ノ
件
ニ
付
岡
西
掌
事
ト
共
ニ
院
長
宅
ヘ
出
頭
ス
」（
七
月
一
五
日
）

　

ま
た
、
⑥
「
養
花
部
報
告
書
類
綴
」
に
よ
れ
ば
、
五
月
よ
り
養
花
販
売
を
開
始
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
収
支
は
、
五
月
は
、

売
上
金
が
一
円
四
〇
銭
、
花
仕
入
金
が
七
七
銭
、
六
月
は
、
売
上
金
が
四
円
六
一
銭
、
花
仕
入
金
が
二
円
二
六
銭
、
七
月
は
、
売
上
金
が
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七
円
二
銭
、
花
仕
入
金
が
三
円
四
一
銭
五
厘
、
配
達
人
日
当
一
七
日
分
が
五
円
一
〇
銭
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
報
告
書
類
の
中
で
、
明

治
二
八
年
三
月
か
ら
六
月
に
費
や
し
た
養
花
部
の
経
費
を
岡
西
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　

養
花
部
経
費
調
書　
　
〔
岡
西
印
〕　

自
廿
七
年
三
月
、
至
同
六
月

一
金
四
円
六
拾
銭　
　
　
　
　
　
　

荷
車
一
輌
新
調
代

一
金
五
拾
銭　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
車
税
金
及
人
足
賃

一
金
壱
円
弐
拾
銭　
　
　
　
　
　
　

配
達
用
篭
新
調
代

一
金
拾
弐
円
三
拾
三
銭　
　
　
　
　

紹
介
状
印
刷
費

一
金
四
円
七
拾
銭　
　
　
　
　
　
　

広
告
、
領
収
証
印
刷
費

一
金
壱
円
七
拾
銭
八
厘　
　
　
　
　

注
文
申
込
は
か
き
印
刷
費

一
金
弐
円
五
拾
銭　
　
　
　
　
　
　

桜
拾
本
、
山
吹
拾
三
本
代

一
金
弐
円
七
拾
銭　
　
　
　
　
　
　

椿
拾
五
本
代

一
金
壱
円
六
拾
弐
銭　
　
　
　
　
　

梅
六
本
代

一
金
四
円
八
拾
銭　
　
　
　
　
　
　

植
木
職
手
間
金
拾
六
人
分

一
金
四
円
弐
拾
銭　
　
　
　
　
　
　

花
師
日
当
十
四
日
分

一
金
壱
円
九
拾
五
銭　
　
　
　
　
　

新
聞
社
、
十
三
社
ヘ
花
贈
呈
代

一
金
三
拾
五
銭　
　
　
　
　
　
　
　

養
花
部
印
判
壱
個
代
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一
金
八
拾
銭　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

印
半
纏
新
調
代

一
金
五
円
九
拾
五
銭　
　
　
　
　
　

運
動
費
（
四
月
ヨ
リ
六
月
マ
テ
）
車
代

一
金
弐
円
九
拾
銭　
　
　
　
　
　
　

同　

交
際
上
の
経
費

一
金
三
円
七
拾
七
銭　
　
　
　
　
　

活
花
仕
入
代

一
金
弐
拾
八
円
五
拾
八
銭　
　
　
　

掛
員
へ
前
貸
金
（
三
月
ヨ
リ
六
月
廿
日
マ
テ
）

　
　

合
計
金
八
拾
五
円
拾
五
銭
八
厘

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
ヶ
月
間
の
売
上
金
一
三
円
三
銭
に
比
較
し
て
も
、
養
花
販
売
立
上
げ
の
た
め
の
諸
費
用
が
相
当
に
か
か
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
こ
の
年
、
八
月
以
降
の
養
花
販
売
の
記
録
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

　
『
東
京
感
化
院
雑
記
』
第
四
号
（
明
治
二
八
年
四
月
二
一
日
発
行
）
に
は
、
次
の
記
載
が
あ
り
、
二
月
一
八
日
よ
り
三
つ
の
工
場
を
開

い
た
旨
が
述
べ
ら
れ
る
。

　
　
　
　

○
授
業
部

　

家
族
生
の
授
業
は
普
通
学
の
外
和
歌
、
農
業
な
と
僅
に
一
二
に
過
き
ざ
り
し
が
こ
と
し
二
月
十
八
日
よ
り
新
た
に
養
花
、
封
筒
、

七
宝
、
の
三
工
場
を
開
く
、
お
の
〳
〵
授
業
手
を
置
て
習
練
せ
し
め
、
已
に
封
筒
の
如
き
は
頗
る
上
達
し
て
外
務
省
、
宮
内
省
、
有

栖
川
宮
等
の
御
注
文
を
受
る
に
至
る
、
ま
た
塗
七
宝
も
存
外
の
結
果
に
て
已
に
製
造
な
り
し
も
の
は
風
鎮
、
巻
煙
草
入
、
婦
人
装
飾

品
根ね
が
け掛
、
緒お
じ
め〆
、
小
盆
等
に
し
て
な
か
〳
〵
精
巧
の
も
の
な
り
、
要
す
る
に
彼
等
は
不
器
用
な
る
者
に
あ
ら
ず
、
ま
た
養
花
部
は
園
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内
に
於
て
さ
ま
〳
〵
の
草
木
を
培
養
し
、
そ
の
花
を
特
約
あ
る
方
々
へ
販
売
す
る
も
の
に
て
委
細
は
追
て
広
告
い
た
し
委
曲
を
御
報

い
た
す
べ
し
。

　

こ
の
う
ち
塗
七
宝
に
つ
い
て
は
、
史
料
①
に
次
の
記
載
が
あ
り
、『
東
京
感
化
院
雑
記
』
の
記
事
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

「
家
族
寮
へ
攻
業
場
ヲ
設
ケ
、
授
業
手
香
取
幸
七
、
助
手
保
坂
巳
之
助
へ
托
シ
、
本
日
ヨ
リ
塗
七
宝
製
造
ノ
業
務
ニ
就
カ
シ
メ
、
給

養
生
及
半
給
養
生
拾
名
ヲ
撰
抜
シ
工
業
ヲ
伝
習
セ
シ
ム
」（
二
月
一
八
日
）

　

封
筒
製
造
に
つ
い
て
は
、
史
料
①
に
、
二
月
二
五
日
よ
り
開
始
し
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
史
料
②
は
幼
年
家
族
の
行
動
の
み
を
記
載
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
八
月
二
六
日
〜
九
月
二
七
日
ま
で
は
、
平
日
は
午
後
か
ら
四
時
ま
た
は
四
時
半
ま
で
封
筒
製
造
と

塗
七
宝
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
従
事
さ
せ
て
お
り
、
九
月
二
八
日
以
降
は
、
塗
七
宝
に
従
事
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
他
、

史
料
①
に
お
け
る
封
筒
製
造
に
関
す
る
記
述
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
り
、
宮
内
省
に
封
筒
の
注
文
取
付
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
伺

え
る
。「

近
藤
東
之
助
氏
ハ
名
誉
書
記
ノ
資
格
ヲ
以
テ
今
般
工
業
部
主
任
タ
ル
ノ
内
命
ア
リ
、
本
日
封
筒
注
文
ノ
件
ニ
付
宮
内
省
調
度
局
ヘ

出
頭
セ
リ
」（
三
月
二
〇
日
）

　

ま
た
史
料
②
に
お
い
て
、
教
育
上
の
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
記
述
と
し
て
は
、
少
年
家
族
生
で
あ
る
信
好
は
九
月
一
六
日
よ
り
幼
年
家

族
に
移
さ
れ
て
い
る
が
、
一
〇
月
四
日
か
ら
は
午
前
中
か
ら
塗
七
宝
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
幼
年
生
は
、
午
前
中
は
学
問

の
時
間
に
当
て
ら
れ
た
の
に
対
し
、
信
好
は
よ
ほ
ど
塗
七
宝
が
好
き
で
あ
っ
た
と
見
え
、
午
前
八
時
半
よ
り
午
後
四
時
ま
た
は
四
時
半
ま

で
連
日
こ
の
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
特
別
に
許
さ
れ
て
い
る
。



― 88 ―

二、明治28年の感化教育　

二
、
明
治
二
八
年
の
感
化
教
育

　
　
（
一
）
こ
の
年
の
院
生
と
感
化
教
育
に
つ
い
て

　

史
料
⑤
「
明
治
廿
七
年
一
月
改　

品
行
表
章　

家
族
等
級
簿　

監
督
所
」
は
、
院
生
の
昇
等
記
録
で
あ
り
、
明
治
二
八
年
に
在
籍
し
た

大
部
分
の
院
生
の
記
録
が
存
在
す
る
（
た
だ
し
、
入
院
日
と
退
院
日
に
つ
い
て
は
、
記
載
が
な
い
場
合
も
あ
る
）。
こ
れ
を
中
心
に
日
誌

史
料
も
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
二
八
年
の
院
生
を
一
覧
表
に
し
た
の
が
、〈
表
１
〉
で
あ
る
。

　
〈
表
１
〉
に
よ
っ
て
判
明
し
た
事
実
と
し
て
は
、
第
一
に
こ
の
年
の
院
生
の
数
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
延
べ
人
数
は
四
九
人
で
あ
り
、

一
月
八
日
時
点
の
在
院
者
は
二
九
名
で
あ
り
、
一
二
月
二
八
日
時
点
の
在
院
者
は
三
六
名
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
こ
の
年
の

退
院
者
は
一
三
名
で
あ
り
、
入
院
者
が
二
〇
名
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
史
料
④
に
載
せ
ら
れ
た
「
統
計
表
」
と
比
較
す
る
と
ず
れ

（
こ
こ
に
は
「
退
院
者
一
七
名
、
入
院
者
二
二
名
」
と
あ
る
）
が
生
じ
る
の
で
、
史
料
⑤
に
は
、
入
院
し
て
す
ぐ
に
退
院
し
た
人
な
ど
の

記
録
が
存
在
し
な
い
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

昇
等
式
は
、
月
に
一
回
も
し
く
は
二
回
の
頻
度
で
開
か
れ
、
こ
の
年
一
九
回
実
施
さ
れ
て
い
る
。
昇
等
の
速
度
は
、
速
い
人
を
見
れ
ば
、

一
年
で
六
等
昇
等
す
る
（
25
）

こ
と
も
あ
る
が
、
一
年
で
一
等
し
か
昇
等
し
な
い
人
も
い
る
と
い
う
よ
う
に
個
人
差
が
激
し
い
。
ま
た
、
通
常
は

一
等
ず
つ
昇
等
す
る
が
、
礼
心
と
い
う
院
生
は
、「
近
頃
改
悛
ノ
状
著
明
ナ
ル
ヲ
以
テ
」
二
等
昇
等
し
て
い
る
（
一
〇
月
八
日
）。
既
に
前

年
度
に
一
等
に
昇
進
し
て
い
る
先
思
は
、
当
然
こ
の
年
の
昇
等
は
な
い
が
、
八
月
九
日
に
は
賞
状
が
送
ら
れ
て
お
り
、
賞
状
が
こ
の
よ
う

な
場
合
の
奨
励
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
ま
た
、
無
断
外
出
（
日
誌
で
は
「
脱
院
」
と
記
載
）
等
の
規
則
違
反
に

よ
り
、
一
等
も
し
く
は
二
等
、
降
等
さ
せ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
昇
等
が
決
め
ら
れ
る
の
は
、
応
接
所
に
て
開
か
れ
る
昇
等
会
議
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
の
出
席
者
は
、
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、

八
月
二
九
日
は
、
院
長
、
白
井
草
里
教
部
、
高
瀬
紹
卿
教
部
、
河
村
淡
江
族
長
、
小
林
紫
峯
副
族
長
で
あ
っ
た
。

　
〈
表
１
〉
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
等
級
と
退
院
日
時
は
直
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
等
に
な
っ
て
も
先
思
の

よ
う
に
何
年
も
在
籍
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
逆
に
四
等
や
五
等
で
も
退
院
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
明
ら
か
に
等
級
が
低
い

の
に
、
依
頼
人
の
都
合
に
よ
り
退
院
さ
せ
る
場
合
は
、
未
感
化
生
と
み
な
さ
れ
、
日
誌
等
に
は
「
情
願
退
院
」
と
記
載
さ
れ
る
。
こ
の
他
、

入
院
直
後
か
ら
二
回
脱
院
を
遂
げ
た
性
近
と
い
う
院
生
は
、
八
月
七
日
に
依
頼
人
よ
り
、
再
入
院
依
頼
を
請
願
さ
れ
た
が
、
感
化
の
見
込

な
し
と
し
て
こ
れ
を
断
っ
て
（
26
）

い
る
。

　

史
料
①
と
〈
表
１
〉
か
ら
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
一
三
人
の
退
院
者
の
う
ち
、
実
に
七
名
が
情
願
（
27
）

退
院
、
二
名
が
無
見
込
退
院
で

あ
る
。
他
方
、
感
化
教
育
に
よ
る
成
果
が
認
め
ら
れ
て
退
院
し
た
例
を
挙
げ
れ
ば
、
五
月
一
三
日
に
退
院
式
を
行
っ
た
、
貞
而
（
二
等
）

と
時
中
（
三
等
）
に
対
し
て
は
、「
准
改
良
証
書
」
を
授
与
し
て
退
院
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
有
終
は
一
二
月
二
五
日
の
退
院
に
際
し
て

二
等
に
昇
等
さ
せ
て
い
る
の
で
、
改
良
が
認
め
ら
れ
て
退
院
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
（
28
）

よ
う
。
こ
の
他
、
こ
の
年
、
新
た
に
一
等
に
昇

等
し
た
も
の
は
い
な
い
し
、
ま
た
「
改
良
証
書
」
を
授
与
さ
れ
て
退
院
し
た
院
生
も
い
（
29
）

な
い
。
こ
れ
ら
の
証
書
が
出
さ
れ
ず
、
情
願
退
院

と
も
記
載
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
（
例
え
ば
、
信
則
（
五
等
）、
友
直
（
十
等
））
が
あ
る
が
、
感
化
教
育
の
成
果
が
あ
っ
た
か
否
か
を
判
断
す

る
に
は
、
退
院
の
事
情
を
個
別
に
み
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
信
則
の
場
合
は
、
一
二
等
か
ら
五
等
ま
で
七
等
昇
等
し
た
後
に
就
職
志
願

の
た
め
退
院
し
て
い
る
か
ら
、
改
良
退
院
者
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
友
直
の
場
合
は
、
十
等
で
無
断
帰
宅
の
ま
ま
「
従
軍
人
夫
志

願
」
の
た
め
や
む
な
く
退
院
を
認
め
て
い
る
の
で
、
感
化
教
育
の
成
果
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
を

整
理
す
る
と
、
こ
の
年
の
一
三
人
の
退
院
者
の
う
ち
、
九
名
が
未
感
化
生
（
う
ち
二
名
が
看
護
の
為
の
情
願
退
院
）、
四
名
が
感
化
生
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（
改
良
生
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

院
生
た
ち
の
共
同
生
活
の
単
位
で
あ
る
「
家
族
」
の
構
成
は
、
幼
年
家
族
（
八
〜
一
二
歳
）
と
し
て
松
、
桜
の
二
家
族
、
少
年
家
族

（
一
三
〜
一
六
歳
）
と
し
て
桐
、
桃
の
二
家
族
、
こ
の
他
に
中
年
生
（
一
七
〜
一
九
歳
）
が
独
居
し
て
い
る
分
房
家
族
（
一
〇
室
か
ら
な

る
）
が
あ
り
、
合
わ
せ
て
五
家
族
と
（
30
）

な
る
。
ま
た
、
院
生
は
等
級
に
よ
っ
て
、
高
等
家
族
（
一
〜
四
等
）、
待
遇
家
族
（
五
〜
七
等
）、
平

家
族
（
八
等
以
下
）
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
儀
式
の
席
次
等
の
待
遇
が
変
え
ら
れ
て
（
31
）

い
た
。
こ
の
年
の
八
月
二
九
日
に
は
、
規
則
変
更
が

な
さ
れ
、
一
〜
三
等
を
高
等
家
族
と
し
、
四
〜
七
等
を
待
遇
家
族
と
す
る
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
。
五
月
一
九
日
に
は
、
長
子
と
高
等
家
族

の
み
、
茶
話
会
に
招
待
さ
れ
、
茶
菓
の
接
待
を
受
け
て
い
る
。
待
遇
家
族
の
特
典
と
し
て
は
、
一
月
二
七
日
に
院
長
宅
に
招
待
さ
れ
、
茶

菓
の
接
待
を
受
け
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

次
に
、
家
族
内
の
役
付
の
任
免
に
つ
い
て
の
記
述
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

「
二
月
八
日　

桃
の
長
子
信
則
、
桐
の
長
子
心
得
久
敬
何
れ
も
其
職
を
免
ぜ
ら
れ
、
十
等
家
族
智
円
少
年
家
族
長
子
心
得
を
命
ぜ

（
32
）

ら
る
」

三
月
二
〇
日
「
本
日
辞
令
左
ニ　

　

六
等
家
族　

斉
省　
　

幼
年
家
族
長
子
心
得
ヲ
命
ス
」（「
明
治
廿
八
年　

日
誌
簿
」）

「
五
月
十
三
日　

八
等
家
族
智
円
分
房
長
子
を
、
五
等
家
族
有
終
桐
家
族
長
子
を
命
ぜ
ら
る

五
月
廿
八
日　

七
等
家
族
全
交
桃
家
族
長
子
を
命
ぜ
ら
る

六
月
十
三
日　

七
等
家
族
智
円
克
化
殿
殿
守
を
命
ぜ
（
33
）

ら
る
」

一
一
月
二
二
日
「
有
終
、
智
円
ノ
両
長
子
心
得
ハ
本
日
長
子
ヲ
命
ゼ
ラ
ル
」（「
明
治
廿
八
年　

日
誌
簿
」）
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一
二
月
二
六
日
「
七
等
家
族
敬
順
ハ
本
日
長
子
心
得
ヲ
命
セ
ラ
ル
」（
同
右
）

　

二
月
八
日
に
信
則
、
久
敬
が
役
付
を
解
か
れ
た
の
は
、
両
者
は
前
日
二
月
七
日
に
全
交
、
敬
則
と
共
に
四
人
で
共
謀
し
て
無
断
外
出
を

お
こ
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
（
二
月
八
日
帰
院
）。
ま
た
、
五
月
一
三
日
に
新
た
に
分
房
長
子
が
任
命
さ
れ
た
の
は
、
前
年
か
ら
長
子
を
務

め
て
い
た
貞
而
が
、
同
日
退
院
し
た
こ
と
に
伴
う
処
置
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
六
月
一
三
日
に
智
円
に
任
命
さ
れ
た
「
克
化
殿

殿
守
」
と
い
う
役
付
は
、
こ
の
年
の
任
命
者
は
一
人
で
あ
り
、
儀
式
を
執
り
行
う
克
化
殿
の
管
理
・
掃
除
を
担
当
す
る
名
誉
的
役
付
で
あ

（
34
）

っ
た
。

　

長
子
に
な
る
と
長
子
慰
労
会
に
参
加
す
る
資
格
を
得
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
年
は
次
の
よ
う
に
七
回
の
長
子
慰
労
会
が
開
か
れ
、
長
子

に
茶
菓
の
接
待
を
受
け
さ
せ
て
い
る
。

　
　

一
月
三
日
（
木
）、
午
後
三
時
よ
り
、
岡
西
掌
事
役
宅
に
て
。

　
　

三
月
一
五
日
（
金
）、
岡
西
掌
事
役
宅
に
て
。

　
　

四
月
一
八
日
（
木
）、
正
午
よ
り
、
澗
泉
亭
に
て
。

　
　

六
月
一
二
日
（
水
）、
午
後
一
時
半
よ
り
、
院
長
宅
に
て
。

　
　

八
月
一
六
日
（
金
）、
午
後
二
時
よ
り
、
院
長
宅
に
て
。

　
　

九
月
二
七
日
（
金
）、
午
前
十
時
よ
り
、
白
井
教
部
役
宅
に
て
。

　
　

一
二
月
五
日
（
木
）、
院
長
宅
に
て
。

　

次
に
院
生
を
奨
励
す
る
も
う
一
つ
の
手
段
で
あ
る
、
賞
与
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
賞
与
に
は
、
銀
賞
、
賞
状
、
攻
業
勉
励
、
臨
時
賞

与
の
四
つ
が
あ
り
、
史
料
④
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
の
合
計
で
、
銀
賞
一
回
、
賞
状
四
回
、
攻
業
勉
励
四
〇
回
、
臨
時
賞
与
一
〇
回
が
与
え
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ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
銀
賞
と
は
、
一
二
月
二
八
日
に
智
円
に
与
え
た
「
紫
綬
紅
葉
牌
」
と
考
え
ら
れ
る
（
銀
メ
ダ
ル
か
）。
そ
の

他
、
賞
与
で
物
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
六
月
二
八
日
に
は
、
正
容
に
半
紙
五
折
が
、
八
月
九
日
に
は
、
臨
時
賞
与
と
し
て
思

明
に
菓
子
一
折
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
一
二
月
二
八
日
に
は
、
則
正
に
鶏
卵
一
折
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
攻
業
勉
励
の
四
〇
回
は

多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
四
月
二
四
日
、
九
月
二
日
、
一
二
月
二
八
日
の
三
回
に
与
え
ら
れ
た
総
数
で
あ
る
か
ら
、
院
生
に
と
っ
て
は
、
一

人
に
つ
き
最
高
で
も
三
回
に
す
ぎ
な
い
。

　　
　
（
二
）
そ
の
他
の
行
事
に
つ
い
て

　

そ
の
他
、
院
生
の
関
わ
っ
た
行
事
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
記
録
を
以
下
に
列
挙
し
、
こ
の
年
の
感
化
教
育
の
全
体
像
を
捉
え

る
た
め
の
参
考
に
付
す
こ
と
と
す
る
。

　

三
月
三
一
日
（
日
）
に
は
、
潮
干
狩
り
が
行
わ
れ
、
午
前
九
時
半
出
発
し
て
、
品
川
の
海
辺
に
赴
い
て
い
る
。

　

四
月
三
日
（
水
）
に
は
、
院
生
の
創
設
に
な
る
体
育
会
に
お
い
て
、
茶
話
会
を
催
し
、
余
興
と
し
て
福
引
、
講
談
其
他
の
遊
戯
が
催
さ

れ
た
。
こ
れ
に
職
員
が
招
待
さ
れ
、
職
員
一
同
よ
り
金
一
円
が
院
生
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
。

　

四
月
二
一
日
（
日
）
に
は
、
春
季
園
遊
会
が
催
さ
れ
、
午
前
は
、
院
生
の
園
遊
会
、
午
後
は
職
員
と
関
係
者
の
園
遊
会
で
あ
っ
た
。
院

生
に
は
、
稲
荷
寿
司
、
団
子
、
田
楽
（
串
焼
）
を
供
せ
ら
れ
、
雑
菓
子
、
吹
矢
取
り
の
店
を
楽
し
む
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
こ
の
他
、
余
興

と
し
て
相
撲
が
催
さ
れ
、
ま
た
、
夕
方
に
は
幻
灯
を
予
定
し
て
い
た
が
、
幻
灯
師
・
鶴
淵
（
35
）

初
蔵
の
都
合
に
よ
り
こ
れ
を
中
止
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。

　

五
月
一
日
（
水
）
に
は
、
故
山
路
家
族
長
七
年
祭
が
執
行
さ
れ
、
九
時
半
か
ら
一
一
時
ま
で
関
係
物
故
者
の
追
悼
式
が
行
わ
れ
た
。
午
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後
二
時
か
ら
は
、
そ
の
余
興
と
し
て
三
遊
亭
円
花
を
招
い
て
落
語
が
行
わ
れ
た
。

　

六
月
一
五
日
（
土
）
に
は
、
大
祭
典
が
執
行
さ
れ
、
職
員
一
同
よ
り
菓
子
料
と
し
て
金
一
円
が
院
生
に
寄
贈
さ
れ
た
。
夜
に
入
っ
て
、

鶴
淵
初
蔵
の
寄
付
に
な
る
幻
灯
を
克
化
殿
で
開
催
し
、
両
陛
下
尊
影
を
始
め
と
し
て
「
勇
壮
な
る
征
清
図
画
」
数
十
種
を
写
し
て
い
る
。

　

六
月
二
九
日
（
土
）
に
は
、
御
下
賜
金
継
続
報
告
の
大
祭
典
が
九
時
か
ら
一
〇
時
ま
で
執
行
さ
れ
た
。
午
後
一
時
か
ら
、
余
興
と
し
て

放
牛
舎
桃
水
の
講
談
な
ら
び
に
三
遊
亭
円
花
の
落
語
が
開
催
さ
れ
、
院
生
が
聴
聞
し
た
。
同
日
五
時
よ
り
澗
泉
亭
で
祝
宴
が
催
さ
れ
、
職

員
な
ら
び
に
招
待
客
が
こ
れ
に
参
加
し
て
い
る
。

　

八
月
三
一
日
（
土
）
に
は
、
運
動
会
を
開
催
し
、
午
前
八
時
出
発
、
汽
車
に
乗
っ
て
角つ
の
は
ず筈
熊
野
十
二
社そ
う

（
現
・
新
宿
中
央
公
園
内
）
に

赴
い
て
い
る
。

　

九
月
一
五
日
（
日
）
に
は
、
月
次
祭
典
が
執
行
さ
れ
た
後
、
秋
季
園
遊
会
（
登
高
遊
）
を
催
さ
れ
、
午
前
一
〇
時
半
頃
よ
り
各
家
族
を

後
園
に
出
し
自
由
遊
戯
を
許
し
、
澗
泉
亭
で
昼
食
を
と
ら
せ
、
午
後
に
は
萩
の
餅
三
個
と
枝
豆
を
与
え
て
い
る
（
午
後
四
時
ま
で
遊
ば
せ

る
）。

　

九
月
二
三
日
（
月
）
は
、
秋
季
皇
霊
祭
（
彼
岸
の
中
日
）
に
あ
た
り
、
院
生
全
員
に
五
目
寿
司
を
与
え
て
い
る
。

　

一
〇
月
七
日
（
月
）
に
は
、
創
立
記
念
祭
を
執
行
さ
れ
て
い
る
。
正
午
よ
り
放
牛
舎
桃
水
の
講
談
な
ら
び
に
三
遊
亭
円
花
の
落
語
が
催

さ
れ
、
院
生
が
聴
聞
し
て
い
る
。
こ
の
日
、
各
院
生
に
は
昼
飯
に
赤
飯
と
別
菜
が
供
せ
ら
れ
、
ま
た
、
職
員
の
寄
贈
に
な
る
蒸
菓
子
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。

　

一
一
月
三
日
（
日
）
に
は
、
放
牛
舎
桃
水
の
講
談
が
催
さ
れ
て
い
る
。

　

一
一
月
一
七
日
（
日
）
に
は
、「
少
年
家
族
は
池
上
方
面
へ
遠
足
、
幼
年
家
族
は
遊
就
館
に
赴
き
戦
利
品
を
縦
覧
」
さ
せ
て
い
る
。
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おわりに　

お
わ
り
に

　

以
上
、
明
治
二
八
年
の
東
京
感
化
院
の
運
営
と
感
化
教
育
に
つ
い
て
、
一
次
史
料
を
中
心
と
し
て
解
明
し
得
た
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き

た
。
以
下
に
、
特
に
注
目
さ
れ
る
事
実
を
列
挙
し
て
ま
と
め
と
し
た
い
。

①
東
京
感
化
院
の
事
務
所
に
相
当
す
る
院
司
に
は
、
掌
事
と
し
て
岡
西
閑
亭
が
勤
務
し
て
お
り
、
来
院
者
と
の
面
会
か
ら
経
理
に
い
た
る

ま
で
運
営
実
務
を
司
っ
て
い
た
。

②
東
京
感
化
院
は
、
渋
谷
村
羽
澤
に
移
っ
て
一
年
余
り
を
経
過
し
た
明
治
二
八
年
初
頭
で
も
建
築
作
業
が
進
行
中
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
建

築
経
費
が
か
さ
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
年
の
収
支
は
大
幅
な
赤
字
で
あ
っ
た
。

③
こ
の
年
初
頭
の
在
院
数
は
二
九
名
で
あ
り
、
年
末
の
在
院
数
は
三
六
名
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
年
の
退
院
者
は
一
三
名
で
あ
り
、
入

院
者
が
二
〇
名
で
あ
る
。
退
院
者
の
う
ち
、
九
名
は
情
願
退
院
（
未
感
化
生
）
で
あ
り
、
四
名
が
改
良
退
院
（
感
化
生
）
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
退
院
の
理
由
は
依
頼
者
の
都
合
に
よ
る
も
の
が
最
も
多
く
、
等
級
は
感
化
の
目
安
と
し
て
重
要
視
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
必

ず
し
も
退
院
の
日
時
と
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

④
監
督
所
長
・
白
井
草
里
の
報
告
（
史
料
④
、
統
計
表
）
に
よ
れ
ば
、
無
断
外
出
（
脱
院
）
の
の
べ
人
数
は
、
二
一
人
（
こ
の
う
ち
一
六

名
が
帰
院
）
で
（
36
）

あ
り
、
こ
れ
は
前
年
の
五
一
人
と
比
較
す
る
と
三
〇
人
の
大
幅
減
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
渋
谷
に
お
け
る
感
化
教
育

（
の
方
法
）
が
安
定
し
、
一
定
の
成
果
を
挙
げ
始
め
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。

⑤
工
業
（
実
科
指
導
）
と
し
て
、
こ
の
年
の
二
月
か
ら
、
塗
七
宝
、
封
筒
製
造
、
養
花
販
売
を
始
め
た
。

⑥
現
金
精
算
に
つ
い
て
は
、
久
次
米
銀
行
（
兼
材
木
商
）
に
一
任
し
て
お
り
、
塩
田
勘
六
、
秋
山
与
次
郎
、
多
久
信
太
郎
と
い
う
久
次
米
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銀
行
関
係
者
の
来
院
も
多
か
っ
た
。

⑦
院
内
行
事
と
し
て
、
園
遊
会
、
講
談
、
落
語
、
幻
灯
、
福
引
、
相
撲
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

⑧
院
外
行
事
は
計
三
回
行
わ
れ
、
一
回
目
は
潮
干
狩
り
と
し
て
品
川
へ
趣
き
、
ま
た
二
回
目
は
汽
車
で
新
宿
・
熊
野
神
社
に
趣
き
、
三
回

目
に
は
少
年
家
族
を
池
上
方
面
に
趣
か
せ
、
ま
た
幼
年
家
族
を
遊
就
館
へ
趣
か
せ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
当
研
究
所
主
任
研
究
員
）

　
　

註
（
1
）
本
稿
の
大
半
を
完
成
後
、
追
加
史
料
と
し
て
以
下
の
史
料
に
披
見
す
る
機
会
を
得
た
。「
明
治
廿
五
年
一
月　

日
誌
簿
」「
明
治
廿
六
年　

日
誌
簿　

東
京
感
化
院
事
務
所
」「
明
治
廿
七
年　

日
誌
簿　

東
京
感
化
院
院
司
」。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い
て
は

部
分
的
な
使
用
に
と
ど
め
た
。

（
2
）「
授
業
手
補
保
坂
巳
之
助
ハ
今
朝
卒
中
風
症
ニ
罹
リ
治
療
中
ナ
ル
モ
午
後
ニ
至
リ
危
篤
ニ
陥
リ
タ
ル
旨
通
知
ニ
付
、
白
井
、
岡
西
両
教
部
見

舞
ノ
為
メ
香
取
幸
七
方
ヘ
出
張
ス
、（
中
略
）
授
業
手
補
保
坂
巳
之
助
ハ
養
生
不
叶
午
後
三
時
五
十
分
死
去
ノ
旨
授
業
手
香
取
幸
七
ヨ
リ
届
出

ア
リ
（
以
下
省
略
）」

（
3
）
大
友
惟
誠
編
輯
『
成
田
学
園
五
十
年
史
』
一
九
三
六
年
、
二
六
三
頁
。

（
4
） 「
千
葉
感
化
院
基
本
金
義
捐
名
簿
」（『
長
谷
川
仏
教
文
化
研
究
所
年
報
』
第
二
九
号
、
二
〇
〇
五
、
一
八
四
〜
一
八
六
頁
所
収
）。

（
5
） 「
明
治
廿
六
年　

日
誌
簿　

東
京
感
化
院
事
務
所
」。

（
6
） 「
明
治
廿
七
年　

日
誌
簿　

東
京
感
化
院
院
司
」。
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註　

（
7
） 「
寄
留
換
届
」（
錦
華
学
院
所
蔵
）。

（
8
） 『
古
文
孝
経
略
解
』
徴
古
堂
、
一
八
八
二
。『
小
学
読
本
字
引
』
温
故
堂
、
一
八
八
二
。
等
の
著
作
が
あ
る
。

（
9
） 「
明
治
廿
七
年　

日
誌
簿　

東
京
感
化
院
院
司
」。

（
10
） 「
東
京
感
化
院
役
員
略
伝
」（『
東
京
感
化
院
関
係
史
料
集
（
１
）』、
一
七
頁
所
収
）
参
照
。

（
11
） 「
東
京
感
化
院
略
図
」
参
照
（『
東
京
感
化
院
関
係
史
料
集
（
２
）』、
ⅶ
頁
所
収
）。
ま
た
、『
東
京
感
化
院
月
報
』
第
三
号
（
明
治
三
四
年
五

月
発
行
、
錦
華
学
院
所
蔵
）
の
表
紙
に
、
表
門
と
、
院
司
・
克
化
殿
の
外
観
を
お
さ
め
た
二
枚
の
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
12
） 

岡
西
は
東
京
感
化
院
の
表
門
を
入
っ
て
す
ぐ
右
の
「
掌
事
役
宅
」
に
住
ん
で
い
る
。
前
註
参
照
。

（
13
）
岡
西
は
、
史
料
①
に
お
い
て
、
三
回
「
秋
山
与
四
郎
」
と
記
載
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
同
一
人
物
と
考
え
た
。

（
14
）「
高
瀬
真
卿
日
記
抄
」
に
は
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
多
少
の
記
述
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
）
秋
永
芳
郎
『
江
戸
東
京　

木
場
の
歴
史
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
五
年
、
二
五
頁
。

（
16
）『
読
売
新
聞
』
明
治
三
一
年
六
月
二
八
日
、
朝
刊
、
三
面
。

（
17
）
同
名
の
玄
洋
社
員
（
大
正
七
年
三
月
六
日
没
）
と
の
同
定
は
不
明
（
石
瀧
豊
美
『
玄
洋
社
発
掘―

も
う
ひ
と
つ
の
自
由
民
権
（
増
補
版
）』、

西
日
本
新
聞
社
、
一
九
九
七
、
索
引
参
照
）。
明
治
二
九
年
の
「
日
記
抄
」
に
は
、
高
瀬
が
二
月
二
二
日
に
頭
山
満
と
面
会
し
た
記
録
が
あ
る

が
、
こ
れ
に
多
久
が
関
係
し
て
い
た
か
も
不
明
。

（
18
） 

秋
永
芳
郎
、
前
掲
書
、
八
八
〜
九
八
頁
。
因
み
に
塩
田
が
「
日
記
抄
」
に
現
れ
る
の
は
、
明
治
二
七
年
二
月
八
日
か
ら
で
あ
る
。

（
19
）
史
料
①
に
は
「
江
原
」
と
も
表
記
さ
れ
る
。

（
20
）
著
書
に
以
下
が
あ
る
。『
青
年
時
代
の
男
女
』（
最
新
衛
生
叢
書
第
二
巻
）
広
文
堂
、
一
九
一
一
年
。『
安
眠
術
』
實
業
之
日
本
社
、
一
九
一

五
年
。

（
21
） 「
明
治
廿
六
年
七
月
改　

視
察
所
日
記
」「
明
治
廿
七
年　

監
督
所
日
誌
」（『
東
京
感
化
院
関
係
史
料
集
（
２
）』
所
収
）
を
参
照
。
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（
22
）
佐
野
の
略
歴
は
以
下
を
参
照
。『
更
生
保
護
史
の
人
び
と
』、
日
本
更
生
保
護
協
会
、
一
九
九
九
年
、
一
二
〇
〜
一
二
六
頁
。

（
23
）
史
料
①
、
二
月
一
九
日
。

（
24
）
一
八
四
六
〜
一
九
一
五
。
内
務
省
官
吏
を
経
て
、
明
治
二
三
年
に
職
を
辞
し
、
画
業
に
専
念
す
る
。
と
く
に
動
物
画
に
秀
で
た
。
後
、
日

本
美
術
協
会
会
員
・
文
展
審
査
員
。
金
井
確
資
『
日
本
美
術
家
列
伝
』
一
九
〇
二
な
ら
び
に
川
島
正
太
郎
『
現
今
名
家
書
画
鑑
』
一
九
〇
二

参
照
。

（
25
）
智
円
（
25
）
は
こ
の
年
、
一
一
等
か
ら
五
等
に
昇
等
。

（
26
）「
然
ル
ニ
同
人
ハ
自
宅
ヘ
再
応
忍
ヒ
入
リ
窃
盗
ノ
所
為
ア
リ
テ
既
ニ
警
察
署
ヘ
留
置
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
一
再
ニ
止
マ
ラ
ス
到
底
感
化
ノ
見
込
ナ

キ
ヲ
以
テ
之
ヲ
謝
絶
セ
リ
」（
史
料
①
、
八
月
七
日
）。

（
27
）
斉
省
、
誠
存
、
全
交
、
篤
敬
、
正
容
、
行
恭
、
学
知
。

（
28
）
史
料
①
に
は
「
准
改
良
証
書
」
を
授
与
し
た
等
の
記
述
は
な
い
が
、
史
料
④
に
お
け
る
統
計
表
に
は
「
准
改
良
」
に
数
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

（
29
）
こ
の
こ
と
か
ら
解
る
こ
と
は
昇
等
の
基
準
は
厳
格
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
等
や
二
等
の
価
値
を
高
め
る
効
果
を
図

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
30
） 『
東
京
感
化
院
入
院
手
続
（
規
則
摘
要
）』（
明
治
二
七
年
二
月
改
正
）。
た
だ
し
、『
東
京
感
化
院
入
院
規
則
』（
明
治
二
九
年
六
月
改
正
）
で

は
、「
中
年
生
」
と
い
う
呼
称
は
廃
止
さ
れ
、
少
年
生
に
含
め
ら
れ
て
い
る
。

（
31
）
史
料
①
の
五
月
一
日
分
参
照
。

（
32
） 『
東
京
感
化
院
雑
記
』
第
四
号
、
六
頁
。

（
33
）『
東
京
感
化
院
雑
記
』
第
五
号
、
七
頁
。

（
34
） 「
明
治
三
二
年　

日
誌
」（
五
月
二
二
日
）（『
東
京
感
化
院
関
係
史
料
集
（
４
）』
所
収
）
参
照
。
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註　

（
35
）
一
八
四
六
〜
一
九
〇
九
。
国
産
幻
灯
機
開
発
者
。
浅
草
で
鶴
淵
幻
燈
舗
を
開
業
。
著
書
に
『
写
真
独
習
案
内
』
一
八
八
九
。

（
36
） 
こ
の
数
字
は
、
岡
西
の
記
載
に
な
る
史
料
①
の
記
載
と
も
一
致
す
る
の
で
、
信
頼
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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